
令和２年 11 月５日(木)

令和２年第３回岸和田市貝塚市清掃施設組合議会定例会

会   議   録

                  岸和田市貝塚市清掃施設組合





5 (木)

午後1時30分

第　１

第　２

第　３

第　４

第　５

第　６ 議会議案第２号 岸和田市貝塚市清掃施設組合議会会議規則の一部改正につ
いて

令和２年第３回岸和田市貝塚市

清掃施設組合議会定例会議事日程

令和2年11月5日

開　議

認 定 第 １ 号

会期決定について

令和元年度岸和田市貝塚市清掃施設組合決算認定を求める
について

令和２年度岸和田市貝塚市清掃施設組合一般会計補正予算
（第１号）

議会議案第１号 管理者の専決処分事項に関する条例の一部改正について
     

     

証人等の費用弁償に関する条例の制定について議 案 第 11 号

議 案 第 12 号



出席議員（ 14 名）

欠席議員（なし）

出 席 議 事 説 明 員

1番 井 舎 英 生 2番 𡧃 野 真 悟

3番 岡 林 憲 二 4番 烏 野 隆 生

5番 𥸮 原 佳 一 6番 中 井 良 介

7番 西 田 武 史 8番 米 田 貴 志

9番 牛 尾 治 朗 10番 川 岸 貞 利

11 番 北 尾 修 12 番 中 山 敏 数

13 番 真 利 一 朗 14 番 藪 内 留 治

管 理 者 永 野 耕 平 副 管 理 者 藤 原 龍 男

事 務 局 長 谷 藤 健 事 務 局 次 長 﨑 賀 代

総 務 課 長 上 村 昌 生 環境技術課長 猪 口 昌 宏

基幹整備担当参事 太 田 健 一



 

    







 



 

  

 



 













 





 





   











 

   



 





















 

  

 

 









 

 





 



  

  

 

  





   





 

 

  





 

 

 

  





   

 









 

   

 











 





  



  

 



 

 









 









 



 

  

  





  

 

 



  

  

  

 

 

  



  

 





 





 

 



  

  

  



 



 











 





 





 





   

  







 

 

  





  

 

   







  

   





  

 





  

 



  



 

 





 

 

 











 

 





 



 





 

 









 









 

 







 







 







 







 











 

 







 









 

 







 





 







 

 



 

   



 

 

   



 

 





   







 









 

















 

 

 





































   



 

 

   



 

  





 



   







 









 





 







 



 













 

 





 

 





















  













 



















   



 

 

   



 

 



   















 







 

















   



 

 

   



 





   















 



 

























   



 

 

   



 





   



















    



上記会議録の正確なるを証するためここに署名する。

岸 和 田 市 貝 塚 市 清 掃 施 設 組 合 議会

議 長 真 利 一 朗

同 議 員 中 井 良 介

同 議 員 西 田 武 史





認定第 1 号

令和元年度岸和田市貝塚市清掃施設組合決算認定を求めるについて

令和元年度岸和田市貝塚市清掃施設組合一般会計の決算は、別紙のとおり監

査委員の審査を経たので、地方自治法第 233 条第３項の規定により議会の認定

を求める。

令和２年 11 月５日提出

岸和田市貝塚市清掃施設組合

管 理 者    永 野 耕 平













































































 



    































 



 

   



   

   

   

   

   

   

    

   

    

    

   

  

  













   



 

      

     

     





 





 



 

 



 

  



 





 







 

   

   

 

 

     

   

   

  

    



 



  

     

 

 







  





  

   

 



 

  

  

   









 





 



 



 

















  

     

  



 

 





       






 





   
 



      

      

      

      

      



 

  

  

  

  





  



   

    

    

    

    

    







    

  

    

   

  

   

      

   





 





        



   

  









        




       

 


       

        

        

        

        











 

 




  











  


       

       

       



 

   

 



 







 

 





  










  


       

       

       



 

   

  

 





 

 




  











  


       

       

       



 

  



 





 

 




  

 



 





  


       

       

       



 

   

 





 

 




  











  


       

       

       



 

   



  





 

 




  











  


       

       

       



 

   



 

 

 





   



   

    

    

    

    



  

     

  

    

       

   

     

 

 

     

      

  





 







    


  





  













        

        

        

        

 


       

        



 







 

    

         

 

   

      

          

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



   



   

   



 

 

   



   

 









 

 




    

     

     

     



    

   





 

 




    

     

     

     



    

   



    

       

 





 

 




    

     

     

     



    

   

     

  

 

 







 



 





 

 





    

     

     

     



  



  



 





  



 



   

 




  

   

   

   











   

 




  

   

   

   





 





 



 

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



  









議案第 11 号

証人等の費用弁償に関する条例の制定について

証人等の費用弁償に関する条例を次のとおり制定するものとする。

  令和２年 11 月５日提出

岸和田市貝塚市清掃施設組合

管理者 永 野  耕 平



証人等の費用弁償に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）そ

の他の法令の規定に基づき、岸和田市貝塚市清掃施設組合の機関の請求により、出

頭した証人、関係人等（以下「証人等」という。）の費用弁償について、必要な事

項を定めるものとする。

（実費弁償）

第２条 次の各号に掲げる証人等に対し、費用弁償として、１日につき 3,000 円の日

当及び岸和田市職員旅費条例（平成 10 年岸和田市条例第８号）の規定の例による

旅費を支給する。ただし、組合から給料又は報酬を受ける者が職務の関係で証人等

となった場合には、これを支給しない。

(1) 法第 100 条第１項後段の規定により、議会の求めに応じ出頭した者

(2) 法第 115 条の２第 1項の規定により、公聴会に参加した者

(3) 法第 115 条の２第２項の規定により、議会の求めに応じ出頭した参考人

(4) 法第 199 条第８項の規定により、監査委員の求めに応じ出頭した者

(5) 地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第８条第６項の規定により、公平委員

会の喚問に応じて出頭した証人。ただし、当事者の申請により諮問した証人は除

く。

(6) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例（昭和 42年条例

第９号）で岸和田市の例とする議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例（昭和 42 年岸和田市条例第 32 号）第 20 条第２項の規定により出

頭した者

(7) 前各号に定めるもののほか、特に行政上の必要により管理者その他の執行機

関若しくはこれらの附属機関又は議決機関の求めに応じ出頭し、又は参加した者

２ 前項の費用弁償は、その都度支給する。

（委任）

第３条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

































議会議案第１号

管理者の専決処分事項に関する条例の一部改正

について

管理者の専決処分事項に関する条例（平成22年条例第１号）の

一部を次のとおり改正するものとする。

  令和２年11月５日提出

提 出 者  井 舎 英 生

𡧃 野 真 悟

牛 尾 治 朗

川 岸 貞 利



  管理者の専決処分事項に関する条例の一部を改正する条例

管理者の専決処分事項に関する条例（平成 22年条例第１号）の一部を次のよ

うに改める。

第１号中「法第 243 条の２第８項」を「法第 243 条の２の２第８項」に改め

る。

第２号の次に次の１号を加える。

(3) 法令の改正又は廃止に伴い、岸和田市貝塚市清掃施設組合の条例中の

当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定を整理するための関係規定

を改正すること。

   附 則

この条例は、公布の日から施行する。



議会議案第2号

岸和田市貝塚市清掃施設組合議会会議規則の

一部改正について

岸和田市貝塚市清掃施設組合議会会議規則（昭和41年規則

第１号）の一部を次のとおり改正するものとする。

  令和２年11月５日提出

提 出 者  井 舎 英 生

𡧃 野 真 悟

牛 尾 治 朗

川 岸 貞 利



  岸和田市貝塚市清掃施設組合議会会議規則の一部を改正する規則

岸和田市貝塚市清掃施設組合議会会議規則（昭和 41年規則第１号）の一部を

次のように改める。

目次を次のように改める。

目次

第１章 総則

第１条 （参集）

第２条 （欠席の届出）

第３条 （議席）

第４条 （会期）

第５条 （会期の延長）

第６条 （会期中の閉会）

第７条 （休会）

第８条 （議会の開閉）

第９条 （会議時間）

第 10条 （会議の開閉）

第 11条 （定足数に関する措置）

第 12条 （出席催告）

第２章 議案及び動議

第 13条 （議案の提出）

第 14条 （一事不再議）

第 15条 （動議成立に必要な賛成者の数）

第 16条 （修正の動議）

第 17条 （先決動議の表決順序）

第 18条 （事件の撤回又は訂正及び動議の撤回）

第３章 議事日程

第 19条 （日程の作成及び配布）

第 20条 （日程の順序変更及び追加）

第 21条 （議事日程のない会議の通知）

第 22条 （延会の場合の議事日程）

第 23条 （日程の終了及び延会）

第４章 選挙



第 24条 （選挙の宣告）

第 25条 （不在議員）

第 26条 （議場の出入口閉鎖）

第 27条 （投票用紙の配布及び投票箱の点検）

第 28条 （投票）

第 29条 （投票の終了）

第 30条 （開票及び投票の効力）

第 31条 （選挙結果の報告）

第 32条 （選挙関係書類の保存）

第 33条 （法律又は、これに基く政令によらない選挙の方法）

第５章 議事

第 34条 （議題の宣告）

第 35条 （一括議題）

第 36条 （議案等の朗読）

第 37条 （議案等の説明及び質疑）

第 38条 （討論及び表決）

第 39条 （議決事件の字句及び数字等の整理）

第 40条 （議事の継続）

第６章 議事説明員

第 41条 （議事説明員の出席）

第 42条 （議事説明員の報告）

第７章 秘密会

第 43条 （指定者以外の退場）

第 44条 （秘密の保持）

第８章 発言

第 45条 （発言の許可等）

第 46条 （発言の通告及び順序）

第 47条 （発言の通告をしない者の発言）

第 48条 （討論の方法）

第 49条 （議長の発言討論）

第 50条 （発言内容の制限）

第 51条 （質疑の回数）

第 52条 （発言時間の制限）



第 53条 （議事進行に関する発言）

第 54条 （発言の継続）

第 55条 （質疑若しくは討論の省略又は終結）

第 56条 （選挙及び表決時の発言制限）

第 57条 （一般質問）

第 58条 （緊急質問等）

第 59条 （質問への準用）

第 60条 （発言の取消し又は訂正）

第 61条 （答弁書の配布）

第９章 表決

第 62条 （表決問題の宣告）

第 63条 （不在議員）

第 64条 （条件の禁止）

第 65条 （起立による表決）

第 66条 （投票による表決）

第 67条 （投票の方法）

第 68条 （選挙規定の準用）

第 69条 （表決の訂正）

第 70条 （簡易表決）

第 71条 （表決の順序）

第 10章 公聴会、参考人

第 72条 （公聴会開催の手続）

第 73条 （意見を述べようとする者の申出）

第 74条 （公述人の決定）

第 75条 （公述人の発言）

第 76条 （議員と公述人の質疑）

第 77条 （代理人又は文書による意見の陳述）

第 78条 （参考人）

第 11章 請願

第 79条 （請願の記載事項）

第 80条 （請願文書表の作成及び配布）

第 81条 （請願の審査）

第 82条 （請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等）



第 83条 （請願の処理の経過及び結果報告）

第 84条 （陳情書の処理）

第 12章 辞職

第 85条 （議長及び副議長の辞職）

第 86条 （議員の辞職）

第 13章 紀律

第 87条 （品位の尊重）

第 88条 （携帯品）

第 89条 （議事妨害の禁止）

第 90条 （離席）

第 91条 （禁煙）

第 92条 （新聞紙等の閲読禁止）

第 93条 （資料等印刷物の配布許可）

第 94条 （議長の秩序保持権）

第 14章 懲罰

第 95条 （懲罰動議の提出）

第 96条 （懲罰動議の審査）

第 97条 （侮辱を受けた場合の申出）

第 98条 （議長職権による懲罰事犯の措置）

第 99条 （代理弁明）

第 100 条 （戒告又は陳謝の方法）

第 101 条 （出席停止の期間）

第 102 条 （出席停止期間中に出席したときの措置）

第 103 条 （除名が成立しないときの措置）

第 104 条 （懲罰の宣告）

第 15章 会議録

第 105 条 （会議録の記載事項）

第 106 条 （会議録に掲載しない事項）

第 107 条 （会議録署名議員）

第 16章 議員の派遣

第 108 条 （議員の派遣）

第 17章 補則

第 109 条 （会議規則の疑義に対する措置）



附則

本則（第 12 条、第 19 条、第 25 条、第 33 条及び第 48 条第１項を除く。）中

「または」を「又は」に、「もしくは」を「若しくは」に、「行なう」を「行う」

に、「および」を「及び」に、「配付」を「配布」に、「ならびに」を「並びに」

に改める。

第１条中「その旨」を「、その旨」に改める。

第２条中「つけ」を「付け、」に改める。

第６条を削り、第５条を第６条とし、第４条を第５条とし、第３条を第４条と

し、第２条の次に次の１条を加える。

（議席）

第３条 議員の議席は、議長が定める。

２ 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって議席

を変更することができる。

３ 議席には、番号及び氏名の札を置く。

第７条を次のように改める。

（休会）

第７条 次の各号に掲げる日は、休会とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178 号）に規定する休日

(3) 12 月 29 日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。）

２ 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。

３ 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことがで

きる。

４ 地方自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「法」という。）第 114 条第１項

の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、

休会の日でも会議を開かなければならない。

第９条第２項中「会議時間」を「、会議時間」に改め、同条第３項中「放送」

を「口頭」に改める。

第 10条第２項中「何人も議事」を「、何人も、議事」に改める。

第 11条中「議長は」を「議長は、」に改める。

第 12条中「または議員の住所に文書もしくは口頭で行なう」を「又は議員の

住所に、文書又は口頭で行う」に改める。

第 13条中「連署して、」を「連署し、その他のものについては１人以上の賛成

者とともに連署して、」に改める。

第 16条中「法第 115 条の２」を「法第 115 条の３」に、「発議者が連署して」

を「発議者が連署し」に、「議長」を「、議長」に改める。

第 18条第２項中「動議で」を「動議につき」に改める。

第 19 条の見出し中「および配付」を「及び配布」に改め、同条中「および」



を「及び」に、「配付するとともに管理者に通知する」を「配布する」に、「議長

が」を「、議長が」に、「配付に」を「配布に」に改める。

第 20条中「議長は、」を「議長が」に、「討論」を「、討論」に、「はかり」を

「はかって」に改める。

第 21条第１項中「開議」を「、開議」に、「だけ」を「のみ」に改め、同条第

２項中「その開議」を「、その開議」に、「定め、議員に配付するとともに管理

者に通知する。ただしやむを得ないときは、議長がこれを報告して配付にかえる

ことができる」を「定めなければならない」に改める。

第 22条第１項中「さらに」を「、更に」に改め、同条第２項を削る。

第 23 条第１項中「散会」を「、散会」に改め、同条第２項中「討論」を「、

討論」に、「はかり」を「はかって」に改める。

第 24条中「その旨」を「、その旨」に改める。

第 25条中「行なう宣告の際」を「行う際」に、「選挙」を「、選挙」に改める。

第 26条中「第 24条（選挙の宣告）」を「、第 24条（選挙の宣告）」に改める。

第 27条中「職員を」を「、職員を」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

第 28条中「職員」を「、職員」に、「投票」を「、投票」に改める。

第 29条中「投票漏れ」を「、投票漏れ」に改める。

第 30条第２項中「議員」を「、議員」に改める。

第 33条の見出し中「または、」を「又は」に改め、同条中「行なう」を「行う」

に、「または、」を「又は」に改める。

第 34条を削る。

第 35条中「その旨」を「、その旨」に改め、同条を第 34条とし、第 36条か

ら第 39条までを１条ずつ繰り上げる。

第 40条中「議決の結果生じた」を「議決の結果、」に「整理を」を「整理を必

要とするときは、これを」に改め、同条を第 39条とする。

第 41条中「再び、」を「、再び」に改め、同条を第 40条とする。

第 103 条中「決める」を「決定する」に、「異議が」を「議員から異議が」に

改め、同条を第 109 条とする。

第 16章を第 17章とする。

第 102 条を第 108 条とする。

第 15章を第 16章とする。

第 101 条の見出し中「署名者」を「署名議員」に改め、同条を第 107 条とす

る。

第 100 条を削る。

第 99条中「前条」を「配布用」に、「取消を」を「取消しを」に、「第 100 条

（発言の取消または訂正）」を「第 60条（発言の取消し又は訂正）」に、「取消し

た」を「取り消した」に改め、同条を第 106 条とする。



第 98条第１項第４号中「事務職員」を「事務局職員」に改め、第２項を削り、

同条を第 105 条とする。

第 14章を第 15章とする。

第 97条を第 104 条とする。

第 96条中「えられ」を「得られ」に改め、同条を第 103 条とする。

第 95 条の見出し中「期間中、」を「期間中に」に改め、同条を第 102 条とす

る。

第 94条を第 101 条とする。

第 93条の見出し中「案文」を「方法」に改め、同条中「定める案文」を「決

めた戒告文又は陳謝文」に改め、同条を第 100 条とする。

第 92条中「かわって」を「代わって」に改め、同条を第 99条とする。

第 91 条中「基く」を「基づく」に、「第 89 条」を「第 96 条（懲罰動議の審

査）」に改め、同条を第 98条とする。

第 90条第１項中「申出で」を「申し出」に改め、同条を第 97条とする。

第 89条中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条を第 96条とする。

第 88条第２項中「第 77条第２項（秘密の保持）」を「第 44条（秘密の保持）

第２項の規定」に改め、同条を第 95条とする。

第 13章を第 14章とする。

第 87条中「議長が必要」を「議長は、必要がある」に、「決める」を「定める」

に改め、同条を第 94条とする。

第 86条を削る。

第 85 条の見出し中「新聞等」を「新聞紙等」に改め、同条中「参考」を「、

参考」に改め、同条を第 92条とし、同条の次に次の１条を加える。

（資料等印刷物の配布許可）

第 93条 議場において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議

長の許可を得なければならない。

第 84条を第 91条とし、第 83条を第 90条とする。

第 82条中「会議中」を「、会議中」と改め、同条を第 89条とする。

第 81条中「、議長」を「議長」に改め、同条を第 88条とする。

第 80条を第 87条とする。

第 12章を第 13章とする。

第 79条を第 86条とする。

第 78条第２項中「はかり、」を「はかって」に、「決める」を「決定する」に

改め、同条を第 85条とする。

第 11章を第 12章とする。

第 10章を削る。

第 75条中「ことができる」を「ものとする」に改め、同条を第 84条とする。

第 74条中「状況」を「の経過及び結果」に、「要求」を「請求」に改め、同条



を第 83条とする。

第 73条の見出し中「要求」を「請求」に改め、同条中「要求しておかなけれ

ばならない」を「請求することに決したものについてはこれを請求しなければな

らない」に改め、同条を第 82条とする。

第 72条の見出し中「取扱い」を「審査」に改め、同条中「付し、請願要旨の

説明を必要とするときは、紹介議員にその説明をさせるものとする」を「付す」

に改め、同条に次の１項を加え、同条を第 81条とする。

２ 議長は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めるこ

とができる。

第 71条の見出しを「（請願文書表の作成及び配布）」に改め、同条第３項中「ほ

か何人と」を「請願者某ほか何人と記載し」に、「ものは、ほか何件と」を「も

のは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を」に改め、同条を第 80 条とす

る。

第 70条第１項中「用い」を「用いて」に、「要旨」を「趣旨」に、「押印」を

「請願者が押印を」に改め、同条第２項中「表紙に、署名、押印」を「表紙に署

名又は記名押印を」に改め、同条に次の１項を加え、同条を第 79条とする。

４ 請願者が請願書（会議の議題となったものを除く。）を撤回しようとすると

きは、議長の承認を得なければならない。

第９章を第 11章とする。

第８章を削る。

第 67条第１項中「討論」を「、討論」に改め、同条を第 71条とする。

第 66条第２項中「可否」を「可決」に、「対し、」を「対して」に、「起立」を

「、起立」に改め、同条を第 70条とする。

第 65条を第 69条とする。

第 64 条中「第 31 条第１項（選挙結果の報告）」を「第 31 条（選挙結果の報

告）第１項」に改め、同条を第 68条とする。

第 63条中「賛成、」を「賛成と、問題を」に改め、ただし書きを削り、同条に

次の１項を加え、同条を第 67条とする。

２ 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない

投票は、否とみなす。

第 62条第２項中「同時に」の次に「前項の」を加え、同条を第 66 条とする。

第 61条第１項中「議長は、」を「議長が」に改め、同条第２項中「対し、」を

「対して」に、「記名」を「、記名」に改め、同条を第 65条とする。

第 60条中「つける」を「附ける」に改め、同条を第 64条とする。

第 59条中「表決宣告の際」を「表決の際」に改め、同条を第 63条とする。

第 58条中「会議に宣告する」を「宣告する」に改め、同条を第 62 条とする。

第７章を第９章とし、同章の次に次の１章を加える。

第 10章 公聴会、参考人



（公聴会開催の手続）

第 72 条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、

場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

（意見を述べようとする者の申出）

第 73条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその

理由及び案件に対する賛否を議長に申し出なければならない。

（公述人の決定）

第 74条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等（以

下「公述人」という。）は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中

から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

２ あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者がある

ときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

（公述人の発言）

第75条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

２ 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

３ 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、

議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

（議員と公述人の質疑）

第 76条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

２ 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

（代理人又は文書による意見の陳述）

第 77条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示すること

ができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

（参考人）

第 78条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参

考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知

しなければならない。

２ 参考人については、第 73条（意見を述べようとする者の申出）、第 74条（公

述人の決定）及び第 75条（公述人の発言）の規定を準用する。

第 57条中「その写」を「、その写」に、「朗読を以って」を「、朗読をもって」

に改め、同条を第 61条とする。

第 56条第１項中「、その他」を「その他」に改め、同条第２項中「前項」を

「第１項」に、「直ちに」を「、直ちに」に改め、同項を第３項とし、同条第１

項の次に次の１項を加える。

２ 前項の同意については、議長は、討論を用いないで議会にはからなければな

らない。

第 56条を第 58条とし、同条の次に次の２条を加える。

（質問への準用）



第 59条 第 55条（質疑若しくは討論の省略又は終結）第１項、第２項及び第５

項（質疑又は討論の省略に係る部分を除く。）の規定は、質問について準用す

る。

（発言の取消し又は訂正）

第 60条 発言した者は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し

又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、

字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第 55条第３項を削り、同条を第 57条とする。

第 54条を第 56条とする。

第 53条の見出し中「質疑、討論」を「質疑若しくは討論」に改め、同条第１

項中「その終結」を「、その終結」に改め、同条を第 55条とする。

第 52条中「さらに」を「更に」に改め、同条を第 54条とする。

第 51条第１項中「、直ちに」を「直ちに」に改め、同条第２項中「議事進行

の」を「議事進行に関する」に、「直ちに」を「、直ちに」に改め、同条を第 53

条とする。

第 50条第１項中「必要」を「、必要」に改め、同条を第 52条とする。

第 49条中「同一議員」を「、同一議員」に改め、同条を第 51条とする。

第 48条第１項中「すべて」を「、すべて」に「、または」を「又は」に改め、

同条第２項中「注意」を「、注意」に改め、同条第３項中「当っては」を「当た

っては」に改め、同条を第 50条とする。

第 47条中「つき」を「着き」に改め、同条を第 49条とする。

第 46条中「最初」を「、最初」に改め、同条を第 48条とする。

第 45条を削る。

第 44条に次の２項を加え、同条を第 47条とする。

２ 発言の通告をしない者が発言しようとするときは、議長の許可を得なけれ

ばならない。

３ ２人以上が発言を求めたときは、議長が、発言の順を決める。

第 43条第１項中「提出することができる」を「提出しなければならない。た

だし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りではない」に改め、同条

第４項中「通告した者が欠席し」を「発言の通告をした者が欠席したとき」に改

め、「当っても発言しないとき」を「当たっても発言しないとき、」に改め、「通

告は」を「その通告は」に改め、同条を第 46条とする。

第 42条の見出し中「場所」を「許可等」に改め、同条第１項中「すべて」を

「、すべて」に、「登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項について

は、議席で発言することができる」を「行わなければならない」に改め、同条第

２項を削り、同条を第 45条とする。

第６章を第８章とし、第５章の次に次の２章を加える。

第６章 議事説明員



（議事説明員の出席）

第 41条 管理者、その他の法第 121条第１項に規定する者（以下「議事説明員」

という。）は、議場に出席し、説明又は答弁のため発言を求めることができる。

（議事説明員の報告）

第 42条 管理者は、毎会期の始めに、議事説明員の職、氏名を議長に報告しな

ければならない。

２ 会期中、議事説明員に異動を生じたときは、直ちに議長に報告しなければな

らない。

第７章 秘密会

（指定者以外の退場）

第 43条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定す

る者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

（秘密の保持）

第 44条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

２ 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

   附 則

この規則は、公布の日から施行する。






